
 

4-1-102 

3) 活断層の状況 

調査区域に位置する断層は、表 4-1-67 及び図 4-1-24 に示すとおりです。 

濃尾平野の中央部に北北西-南南東方向に貫く「大藪－津島活動セグメント」、「大垣－今尾活動

セグメント」及び「岐阜－一宮活動セグメント」が存在しています。なお、「活断層データベース」

（国立研究開発法人産業技術総合研究所ホームページ）によると、「大藪－津島活動セグメント」、

「大垣－今尾活動セグメント」及び「岐阜－一宮活動セグメント」については第四系（第四紀に形

成された地層や岩石）を変位させる断層が確認されていないため、活断層ではないと判断されてい

ます。 

 

表 4-1-67 断層の状況 
No. 名称 概要 

1 
大藪－津島 

活動セグメント 

活断層研究会（1991）で、岐阜県南西部から愛知県北西部にかけて、濃尾

平野の中央部に北北西-南南東方向の活断層として図示されていたが、愛知

県（2003）による反射法探査では第四系を変位させる断層が確認されず、

活断層ではないと判断されている。 

2 
大垣－今尾 

活動セグメント 

活断層研究会（1991）で、岐阜県南西部から愛知県北西部にかけて、濃尾

平野の中央部に北北西-南南東方向の活断層として図示されていたが、愛知

県（2003）による反射法探査では第四系を変位させる断層が確認されず、

活断層ではないと判断されている。 

3 
岐阜－一宮 

活動セグメント 

活断層研究会（1991）で、岐阜県南西部から愛知県北西部にかけて、濃尾

平野の中央部に北北西-南南東方向の活断層として図示されていたが、愛知

県（2003）などによる反射法探査では第四系を変位させる断層が確認され

ず、活断層ではないと判断されている。 

出典：「活断層データベース」（国立研究開発法人産業技術総合研究所ホームページ） 
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出典：「活断層データベース」（国立研究開発法人産業技術総合研究所ホームページ） 

 

 

図 4-1-24(1) 断層位置図 
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出典：「活断層データベース」（国立研究開発法人産業技術総合研究所ホームページ） 

 

 

図 4-1-24(2) 断層位置図 
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1.5 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 

1) 動物の生息の状況 

動物の生息状況の把握に用いた既存文献・資料は、表 4-1-68 に示すとおりです。 

 

表 4-1-68(1) 動物の生息状況の把握に用いた文献・資料 
No. 資料名 発行年 発行元 

1 すぐれた自然図 昭和 51 年 環境庁 

2 第 2 回自然環境保全基礎調査 動植物分布図 昭和 56 年 環境庁 

3 
第 2 回自然環境保全基礎調査 

動物分布調査報告書（哺乳類） 
昭和 55 年 環境庁 

4 
第 2 回自然環境保全基礎調査 

動物分布調査報告書（鳥類） 
昭和 55 年 環境庁 

5 
第 2 回自然環境保全基礎調査 

動物分布調査報告書（両生類・爬虫類） 
昭和 54 年 環境庁 

6 
第 2 回自然環境保全基礎調査 

動物分布調査報告書（淡水魚類） 
昭和 54 年 環境庁 

7 
第 3 回自然環境保全基礎調査 

動植物分布調査報告書 鳥類 
昭和 63 年 環境庁 

8 
第 4 回自然環境保全基礎調査 

動植物分布調査報告書（哺乳類） 
平成 5 年 環境庁 

9 
第 4 回自然環境保全基礎調査 

動植物分布調査報告書（両生類・爬虫類） 
平成 5 年 環境庁 

10 
第 4 回自然環境保全基礎調査 

動植物分布調査報告書（淡水魚類） 
平成 5 年 環境庁 

11 
第 4 回自然環境保全基礎調査 動植物分布調査報告書（昆

虫（トンボ、チョウ、セミ及び甲虫、ガ）類） 
平成 5年 3 月 

環境庁 

自然保護局 

12 
第 4 回自然環境保全基礎調査 動植物分布調査報告書（陸

産及び淡水産貝類） 
平成 5年 3 月 

環境庁 

自然保護局 

13 
第 5 回自然環境保全基礎調査 生物多様性調査 

動物分布調査報告書（哺乳類） 
平成 14 年 環境省 

14 
第 5 回自然環境保全基礎調査 生物多様性調査 

動物分布調査報告書（両生類・爬虫類） 
平成 13 年 環境省 

15 
第 5 回自然環境保全基礎調査 生物多様性調査 

動物分布調査報告書（淡水魚類） 
平成 14 年 環境省 

16 

第 5 回自然環境保全基礎調査 生物多様性調査 動物分布

調査報告書（昆虫（トンボ、チョウ、セミ・水生半翅、ガ、

甲虫）類） 

平成 14 年 3 月 
環境省自然環境局生

物多様性センター 

17 
第 5 回自然環境保全基礎調査 生物多様性調査 

動物分布調査報告書（陸産及び淡水産貝類） 
平成 14 年 3 月 

環境省自然環境局生

物多様性センター 

18 
第 6 回自然環境保全基礎調査 種の多様性調査 

哺乳類分布調査報告書 
平成 16 年 環境省 

19 
平成 22 年度自然環境保全基礎調査 

特定哺乳類生息状況調査報告書 
平成 23 年 環境省 

20 
自然環境保全基礎調査 全国鳥類繁殖分布調査報告 

日本の鳥の今を描こう 2016～2021 年 
令和 3年 10 月 環境省 

21 
平成 29 年度要注意鳥獣（クマ等）生息分布調査 

調査報告書 アライグマ・ハクビシン・ヌートリア 
平成 30 年 環境省 

22 
令和 3 年度 中大型哺乳類分布調査 

調査報告書 タヌキ・キツネ・アナグマ 
令和 4 年 環境省 

23 令和 3 年度河川水辺の国勢調査 日光川水系（日光川） 令和 4年 3 月 愛知県 
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表 4-1-68(2) 動物の生息状況の把握に用いた文献・資料 
No. 資料名 発行年 発行元 

24 レッドデータブックあいち 2020 令和 2年 3 月 愛知県 

26 三重県レッドデータブック 2015 平成 27 年 3 月 三重県 

27 レッドリストあいち 2025 令和 7年 3 月 愛知県 

28 三重県レッドリスト 2024 令和 6年 12 月 三重県 

 

 哺乳類の概況 

調査区域において確認記録のある哺乳類として、コウベモグラ、キクガシラコウモリ、タヌキ等

の 8 目 15 科 22 種が確認されています。 

 

 鳥類の概況 

調査区域において確認記録のある鳥類として、オシドリ、キジバト、ケリ、ミサゴ、ウグイス等

の 18 目 49 科 163 種が確認されています。 

 

 爬虫類の概況 

調査区域において確認記録のある爬虫類として、ニホンイシガメ、ニホンスッポン、ヒガシニホ

ントカゲ、アオダイショウ等の 2目 8 科 11 種が確認されています。 

 

 両生類の概況 

調査区域において確認記録のある両生類として、ニホンアマガエル、ナゴヤダルマガエル、ヌマ

ガエル等の 2 目 4 科 8 種が確認されています。 

 

 魚類の概況 

調査区域において確認記録のある魚類として、ニホンウナギ、コイ、ナマズ、アユ、ミナミメダ

カ、スズキ等の 11 目 23 科 86 種が確認されています。  

 

 昆虫類の概況 

調査区域において確認記録のある昆虫類として、ベニイトトンボ、クマゼミ、オオアメンボ、キ

アゲハ、ゲンジボタル等の 8 目 63 科 193 種が確認されています。 

 

 底生動物の概況 

調査区域において確認記録のある底生動物として、イシマキガイ、マルタニシ、サカマキガイ、

クシテガニ等の 9 目 22 科 45 種が確認されています。 

 

 陸産貝類の概況 

調査区域において確認記録のある陸産貝類として、オカミミガイ、ナミコギセル、ナガオカモノ

アラガイ、ウスカワマイマイ等の 2 目 11 科 31 種が確認されています。 

 

 クモ類の概況 

調査区域において確認記録のあるクモ類として、ワスレナグモ、キノボリトタテグモ、オニグモ、

コガネグモ等の 1 目 5科 7 種が確認されています。  
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2) 動物の重要な種及び注目すべき生息地の状況 

 哺乳類 

調査区域において確認記録のある 8 目 15 科 22 種の哺乳類について、重要な種の選定基準によっ

て重要な哺乳類を選定しました。 

重要な哺乳類は、キクガシラコウモリ、アナグマ、ハタネズミ、カヤネズミ等の 5 目 6 科 7 種

で、表 4-1-69 に示すとおりです。 

 

表 4-1-69 重要な哺乳類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ｺｳﾓﾘ ｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ ｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ      NT  

2 ﾈｺ ｲﾀﾁ ｱﾅｸﾞﾏ      NT  

3 ｸｼﾞﾗ ﾈｽﾞﾐｲﾙｶ ｽﾅﾒﾘ      NT VU 

4 ﾈｽﾞﾐ ﾘｽ ﾆﾎﾝﾘｽ      NT NT 

5  ﾈｽﾞﾐ ﾊﾀﾈｽﾞﾐ      NT  

6   ｶﾔﾈｽﾞﾐ      VU  

7 ｳｻｷﾞ ｳｻｷﾞ ﾉｳｻｷﾞ      NT  

計 5 目 6 科 7 種 0種 0種 0種 0種 0種 7種 1種 

注 1）分類、配列などは基本的に「令和 7 年度版 河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 7年、国土交通

省）に準拠した。 

注 2）重要な種の選定基準は以下のとおりである。 

1.「文化財保護法」等に基づく天然記念物 

2.「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づく国際・国内希少野生動植物種 

3.「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づく指定希少野生動植物種 

4.「三重県自然環境保全条例」に基づく指定希少野生動植物種 

5.「環境省レッドリスト 2020 の公表について」（令和 2年 3月、環境省）掲載種 

6.「レッドリストあいち 2025」(令和 7年 3月、愛知県)掲載種 

VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧 

7.「三重県レッドリスト 2024」(令和 6年 12 月、三重県)掲載種 

VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧 
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 鳥類 

調査区域において確認記録のある 18 目 49 科 163 種の鳥類について、重要な種の選定基準によっ

て重要な鳥類を選定しました。 

重要な鳥類は、オシドリ、チュウサギ、ケリ、ミサゴ等の 13 目 28 科 65 種で、表 4-1-70 に示す

とおりです。また、表 4-1-68 に示した既存文献・資料以外の情報として、愛西市において重要な

種であるコウノトリの生息情報があります。 

 
表 4-1-70(1) 重要な鳥類 

No. 目名 科名 種名 

選定基準 

1 2 3 4 5 
6 

7 
越冬 繁殖 通過 

1 ｷｼﾞ ｷｼﾞ ﾔﾏﾄﾞﾘ      NT NT  NT 

2 ｶﾓ ｶﾓ ｵｼﾄﾞﾘ     DD NT VU  
繁殖:CR 

越冬:VU 

3   ﾄﾓｴｶﾞﾓ     VU VU   EN 

4   ｶﾜｱｲｻ      NT    

5 ｶｲﾂﾌﾞﾘ ｶｲﾂﾌﾞﾘ ｱｶｴﾘｶｲﾂﾌﾞﾘ      EN    

6   ﾐﾐｶｲﾂﾌﾞﾘ      VU    

7 ﾍﾟﾘｶﾝ ｻｷﾞ ﾖｼｺﾞｲ     NT  CR CR EN 

8   ｺﾞｲｻｷﾞ      NT NT  DD 

9   ｻｻｺﾞｲ         CR 

10   ﾁｭｳｻｷﾞ     NT  NT NT VU 

11 ﾂﾙ ｸｲﾅ ｸｲﾅ      NT   DD 

12   ﾋｸｲﾅ     NT  VU NT EN 

13   ﾊﾞﾝ      NT VU  DD 

14 ｶｯｺｳ ｶｯｺｳ ｼﾞｭｳｲﾁ       VU NT  

15   ﾂﾂﾄﾞﾘ       VU NT  

16   ｶｯｺｳ       VU NT  

17 ﾖﾀｶ ﾖﾀｶ ﾖﾀｶ     NT  EN VU DD 

18 ﾁﾄﾞﾘ ﾁﾄﾞﾘ ﾀｹﾞﾘ         VU 

19   ｹﾘ     DD VU NT   

20   ﾑﾅｸﾞﾛ      NT    

21   ﾀﾞｲｾﾞﾝ      LP    

22   ｲｶﾙﾁﾄﾞﾘ      NT VU  VU 

23   ｺﾁﾄﾞﾘ         LC 

24   ｼﾛﾁﾄﾞﾘ    指定 VU VU EN  
繁殖:CR 

越冬:EN 

25  ﾐﾔｺﾄﾞﾘ ﾐﾔｺﾄﾞﾘ      NT   EN 

26  ｾｲﾀｶｼｷﾞ ｾｲﾀｶｼｷﾞ     VU NT VU  NT 

27  ｼｷﾞ ﾀﾞｲｼｬｸｼｷﾞ      VU   VU 

28   ﾎｳﾛｸｼｷﾞ     VU   EN VU 

29   ｱｶｱｼｼｷﾞ     VU   VU VU 

30   ｺｱｵｱｼｼｷﾞ         LC 

31   ﾀｶﾌﾞｼｷﾞ     VU   EN NT 

32   ﾐﾕﾋﾞｼｷﾞ      VU   EN 

33   ﾊﾏｼｷﾞ     NT VU   EN 

34   ﾍﾗｼｷﾞ  国内   CR   CR EN 

35  ﾀﾏｼｷﾞ ﾀﾏｼｷﾞ     VU EN EN  DD 
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表 4-1-70(2) 重要な鳥類 

No. 目名 科名 種名 

選定基準 

1 2 3 4 5 
6 

7 
越冬 繁殖 通過 

36 （ﾁﾄﾞﾘ） ｶﾓﾒ ｽﾞｸﾞﾛｶﾓﾒ     VU VU   CR 

37   ｵｵｾｸﾞﾛｶﾓﾒ     NT NT    

38   ｺｱｼﾞｻｼ     VU  EN VU CR 

39 ﾀｶ ﾐｻｺﾞ ﾐｻｺﾞ     NT  VU  CR 

40  ﾀｶ ﾊﾁｸﾏ     NT  VU  CR 

41   ﾁｭｳﾋ  国内   EN VU CR  CR 

42   ﾊｲｲﾛﾁｭｳﾋ      VU   CR 

43   ﾊｲﾀｶ     NT NT   NT 

44   ｵｵﾀｶ     NT VU VU  EN 

45   ｻｼﾊﾞ    指定 VU  EN NT EN 

46 ﾌｸﾛｳ ﾌｸﾛｳ ｵｵｺﾉﾊｽﾞｸ      NT VU  DD 

47   ﾌｸﾛｳ      NT NT  NT 

48   ｱｵﾊﾞｽﾞｸ       EN VU VU 

49   ｺﾐﾐｽﾞｸ      VU   NT 

50 ﾌﾞｯﾎﾟｳｿｳ ｶﾜｾﾐ ｱｶｼｮｳﾋﾞﾝ       VU NT VU 

51  ﾌﾞｯﾎﾟｳｿｳ ﾌﾞｯﾎﾟｳｿｳ     EN  CR VU DD 

52 ﾊﾔﾌﾞｻ ﾊﾔﾌﾞｻ ｺﾁｮｳｹﾞﾝﾎﾞｳ         CR 

53   ﾊﾔﾌﾞｻ  国内   VU NT VU  CR 

54 ｽｽﾞﾒ ｻﾝｼｮｳｸｲ ｻﾝｼｮｳｸｲ     VU    NT 

55  ｶｻｻｷﾞﾋﾀｷ ｻﾝｺｳﾁｮｳ         NT 

56  ｷｸｲﾀﾀﾞｷ ｷｸｲﾀﾀﾞｷ         DD 

57  ﾑｼｸｲ ｾﾝﾀﾞｲﾑｼｸｲ         LC 

58  ﾐｿｻｻﾞｲ ﾐｿｻｻﾞｲ      NT VU   

59  ｶﾜｶﾞﾗｽ ｶﾜｶﾞﾗｽ      VU VU   

60  ﾋﾀｷ ｸﾛﾂｸﾞﾐ       CR NT NT 

61   ｺｻﾒﾋﾞﾀｷ       NT NT LC 

62   ｷﾋﾞﾀｷ         LC 

63  ｾｷﾚｲ ﾋﾞﾝｽﾞｲ      VU EX   

64  ﾎｵｼﾞﾛ ﾎｵｱｶ      NT EX   

65   ｺｼﾞｭﾘﾝ     VU EN    

計 13 目 28 科 65 種 0種 3種 0種 2種 28種 35種 34種 18種 50種 

注 1）分類、配列などは基本的に「令和 7 年度版 河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 7年、国土交通

省）に準拠した。 

注 2）重要な種の選定基準は以下のとおりである。 
1.「文化財保護法」等に基づく天然記念物 
2.「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づく国際・国内希少野生動植物種 

国内：国内希少野生動植物種 
3.「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づく指定希少野生動植物種 
4.「三重県自然環境保全条例」に基づく指定希少野生動植物種 

指定：指定希少野生動植物種 
5.「環境省レッドリスト 2020 の公表について」（令和 2年 3月、環境省）掲載種 

CR：絶滅危惧 IA 類、EN：絶滅危惧 IB 類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足 

6.「レッドリストあいち 2025」(令和 7年 3月、愛知県)掲載種 
EX：絶滅、CR：絶滅危惧 IA 類、EN：絶滅危惧 IB 類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、 
DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群 

7.「三重県レッドリスト 2024」(令和 6年 12 月、三重県)掲載種 
CR：絶滅危惧 IA 類、EN：絶滅危惧 IB 類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LC：低懸念 
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 爬虫類 

調査区域において確認記録のある 2 目 8 科 11 種の爬虫類について、重要な種の選定基準によっ

て重要な爬虫類を選定しました。 

重要な爬虫類は、アカウミガメ、ニホンイシガメ、ニホンスッポン、ヤマカガシの 2 目 4科 4 種

で、表 4-1-71 に示すとおりです。 

 

 

表 4-1-71 重要な爬虫類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

1 2 3 4 5 6 7 

1 カメ ｳﾐｶﾞﾒ ｱｶｳﾐｶﾞﾒ   指定  EN EN EN 

2  ｲｼｶﾞﾒ ﾆﾎﾝｲｼｶﾞﾒ     NT NT VU 

3  ｽｯﾎﾟﾝ ﾆﾎﾝｽｯﾎﾟﾝ     DD DD VU 

4 有鱗 ﾅﾐﾍﾋﾞ ﾔﾏｶｶﾞｼ      DD  

計 2 目 4 科 4 種 0 種 0 種 1 種 0 種 3 種 4 種 3 種 

注 1）分類、配列などは基本的に「令和 5 年度版 河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 5年、国土交通

省）に準拠した。 

注 2）重要種の選定基準は以下のとおりである。 

1.「文化財保護法」等に基づく天然記念物 

2.「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づく国際・国内希少野生動植物種 

指定：指定希少野生動植物種 

3.「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づく指定希少野生動植物種 

4.「三重県自然環境保全条例」に基づく指定希少野生動植物種 

5.「環境省レッドリスト 2020 の公表について」（令和 2年 3月、環境省）掲載種 

NT：準絶滅危惧、DD：情報不足 

6.「レッドリストあいち 2025」(令和 7年 3月、愛知県)掲載種 

NT：準絶滅危惧、DD：情報不足 

7.「三重県レッドリスト 2024」(令和 6年 12 月、三重県)掲載種 

EN：絶滅危惧 IB 類、VU：絶滅危惧Ⅱ類 
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 両生類 

調査区域において確認記録のある 2 目 4 科 8 種の両生類について、重要な種の選定基準によっ

て重要な両生類を選定しました。 

重要な両生類は、ヤマトサンショウウオ、ナゴヤダルマガエル、トノサマガエルの 2 目 2科 3 種

で、表 4-1-72 に示すとおりです。 

なお、調査区域で詳細な位置を特定できた重要な両生類は、ナゴヤダルマガエルの 1 種です。

確認位置は図 4-1-25 に示すとおりです。 

 

 

表 4-1-72 重要な両生類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

1 2 3 4 5 6 7 

1 有尾 ｻﾝｼｮｳｳｵ ﾔﾏﾄｻﾝｼｮｳｳｵ  
国内 

(特二) 
  VU EN VU 

2 無尾 ｱｶｶﾞｴﾙ ﾅｺﾞﾔﾀﾞﾙﾏｶﾞｴﾙ     EN VU EN 

3   ﾄﾉｻﾏｶﾞｴﾙ     NT  NT 

計 2 目 2 科 3 種 0 種 1 種 0 種 0 種 3 種 2 種 3 種 

注 1）分類、配列などは基本的に「令和 5 年度版 河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 5年、国土交通
省）に準拠した。 

注 2）重要種の選定基準は以下のとおりである。 
1.「文化財保護法」等に基づく天然記念物 
2.「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づく国際・国内希少野生動植物種 

国内（特二）：特定第二種国内希少野生動植物種 
3.「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づく指定希少野生動植物種 
4.「三重県自然環境保全条例」に基づく指定希少野生動植物種 
5.「環境省レッドリスト 2020 の公表について」（令和 2年 3月、環境省）掲載種 

EN：絶滅危惧 IB 類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧 
6.「レッドリストあいち 2025」(令和 7年 3月、愛知県)掲載種 

EN：絶滅危惧 IB 類、VU：絶滅危惧Ⅱ類 
7.「三重県レッドリスト 2024」(令和 6年 12 月、三重県)掲載種 

EN：絶滅危惧 IB 類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧 
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 魚類 

調査区域において確認記録のある 11 目 23 科 86 種の魚類について、重要な種の選定基準によっ

て重要な魚類を選定しました。 

重要な魚類は、ニホンウナギ、ニシシマドジョウ、カワバタモロコ、ミナミメダカ等の 6 目 13

科 38 種で、表 4-1-73 に示すとおりです。 

また、これら重要種に加えて、津島市では「津島の透明鱗のギンブナ（エベツサマ）」が天然記

念物に指定されています。 

なお、調査区域で詳細な位置を特定できた重要な魚類は、イタセンパラの 1 種です。確認位置は

図 4-1-25 に示すとおりです。 

 

表 4-1-73(1) 重要な魚類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ｳﾅｷﾞ ｳﾅｷﾞ ﾆﾎﾝｳﾅｷﾞ     EN EN EN  

2 ｺｲ ｺｲ ｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾌﾞﾅ     EN    

3   ﾔﾘﾀﾅｺﾞ     NT CR VU  

4   ｱﾌﾞﾗﾎﾞﾃ     NT DD EN  

5   ｲﾁﾓﾝｼﾞﾀﾅｺﾞ     CR DD CR  

6   ｲﾀｾﾝﾊﾟﾗ 国天 国内   CR CR   

7   ﾆｯﾎﾟﾝﾊﾞﾗﾀﾅｺﾞ     CR    

8   ﾜﾀｶ     CR    

9   
ｶﾜﾊﾞﾀﾓﾛｺ 

 
国内
(特二) 

 指定 EN EN CR 
 

10   ﾊｽ     VU    

11   ｶﾜﾋｶﾞｲ     NT CR EN  

12   ｾﾞｾﾞﾗ     VU NT CR  

13   ﾂﾁﾌｷ     EN    

14   ｲﾄﾓﾛｺ      NT VU  

15   ﾃﾞﾒﾓﾛｺ     VU CR   

16   ｽｺﾞﾓﾛｺ     VU    

17   ｺｳﾗｲﾓﾛｺ       VU  

18  ﾄﾞｼﾞｮｳ ﾆｼｼﾏﾄﾞｼﾞｮｳ      VU   

19 ﾅﾏｽﾞ ｷﾞｷﾞ ｷﾞｷﾞ       NT  

20  ｱｶｻﾞ ｱｶｻﾞ     VU NT NT  

21 ｻｹ ｼﾗｳｵ ｼﾗｳｵ      VU EN  

22  ｻｹ ｻｸﾗﾏｽ     NT    

23   ｻﾂｷﾏｽ     NT DD   

24 ﾀﾞﾂ ﾒﾀﾞｶ ﾐﾅﾐﾒﾀﾞｶ     VU VU NT  

25  ｻﾖﾘ ｸﾙﾒｻﾖﾘ     NT DD VU  
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表 4-1-73(2) 重要な魚類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

1 2 3 4 5 6 7 8 

26 ｽｽﾞｷ ｶｼﾞｶ ｶﾏｷﾘ     VU EN VU  

27   ｳﾂｾﾐｶｼﾞｶ     EN VU VU  

28  ﾄﾞﾝｺ ﾄﾞﾝｺ      EN NT  

29  ｶﾜｱﾅｺﾞ ｶﾜｱﾅｺﾞ      NT VU  

30  ﾊｾﾞ ﾋﾓﾊｾﾞ     NT VU NT  

31   ﾁﾜﾗｽﾎﾞ     EN DD CR  

32   ﾄﾋﾞﾊｾﾞ     NT VU CR  

33   ｱｼｼﾛﾊｾﾞ       NT  

34   ﾎﾞｳｽﾞﾊｾﾞ      VU   

35   ﾏｻｺﾞﾊｾﾞ     VU VU NT  

36   ｼｮｳｷﾊｾﾞ     NT  CR  

37   ｷｾﾙﾊｾﾞ     EN CR CR  

38   ｴﾄﾞﾊｾﾞ     VU NT NT  

計 6 目 13 科 38 種 1種 2種 0種 1種 29種 27種 26種 0種 

注 1）分類、配列などは基本的に「令和 5 年度版 河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 5年、国土交通
省）に準拠した。 

注 2）重要種の選定基準は以下のとおりである。 
1.「文化財保護法」等に基づく天然記念物 

国天：国指定天然記念物 
2.「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づく国際・国内希少野生動植物種 

国内：国内希少野生動植物種、国内（特二）：特定第二種国内希少野生動植物種 
3.「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づく指定希少野生動植物種 
4.「三重県自然環境保全条例」に基づく指定希少野生動植物種 

指定：指定希少野生動植物種 
5.「環境省レッドリスト 2020 の公表について」（令和 2年 3月、環境省）掲載種 

CR：絶滅危惧 IA 類、EN：絶滅危惧 IB 類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧 
6.「レッドリストあいち 2025」(令和 7年 3月、愛知県)掲載種 

CR：絶滅危惧 IA 類、EN：絶滅危惧 IB 類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足 
7.「三重県レッドリスト 2024」(令和 6年 12 月、三重県)掲載種 

EX：絶滅、CR：絶滅危惧 IA 類、EN：絶滅危惧 IB 類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧 
8.「環境省版海洋生物レッドリストの公表について」(平成 29 年 3月、環境省)掲載種 
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 昆虫類 

調査区域において確認記録のある 8 目 63 科 193 種の昆虫類について、重要な種の選定基準に

よって重要な昆虫類を選定しました。 

重要な昆虫類は、ベニイトトンボ、ヤマトマダラバッタ、オオアメンボ、ゲンゴロウ等の 8 目 48

科 87 種で、表 4-1-74 に示すとおりです。 

なお、調査区域で詳細な位置を特定できた重要な昆虫類は、ベニイトトンボ、ムスジイトトンボ、

ナゴヤサナエ、キバネキバナガミズギワゴミムシ、カワラハンミョウ、キヌゲハキリバチの 6 種で

す。確認位置は図 4-1-25 に示すとおりです。 

 

表 4-1-74(1) 重要な昆虫類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ﾄﾝﾎﾞ 

(蜻蛉) 

ｲﾄﾄﾝﾎﾞ ﾍﾞﾆｲﾄﾄﾝﾎﾞ     NT VU EN 

2  ﾓｰﾄﾝｲﾄﾄﾝﾎﾞ     NT VU VU 

3   ｾｽｼﾞｲﾄﾄﾝﾎﾞ       NT 

4  ﾑｶｼﾄﾝﾎﾞ ﾑｶｼﾄﾝﾎﾞ       NT 

5  ﾔﾝﾏ ﾈｱｶﾖｼﾔﾝﾏ     NT NT VU 

6   ｱｵﾔﾝﾏ     NT CR CR 

7  ｻﾅｴﾄﾝﾎﾞ ｷｲﾛｻﾅｴ     NT VU VU 

8   ﾋﾒｸﾛｻﾅｴ       NT 

9   ﾅｺﾞﾔｻﾅｴ     VU NT VU 

10   ﾒｶﾞﾈｻﾅｴ     VU EN  

11   ｵｸﾞﾏｻﾅｴ     NT EN EN 

12  ﾑｶｼﾔﾝﾏ ﾑｶｼﾔﾝﾏ       NT 

13  ｴｿﾞﾄﾝﾎﾞ ﾄﾗﾌﾄﾝﾎﾞ      VU  

14  ﾄﾝﾎﾞ ﾍﾞｯｺｳﾄﾝﾎﾞ  国内   CR CR CR 

15   ﾖﾂﾎﾞｼﾄﾝﾎﾞ       DD 

16   ｱｷｱｶﾈ       LC 

17   ﾉｼﾒﾄﾝﾎﾞ      NT  

18   ﾏｲｺｱｶﾈ      NT DD 

19   ﾏﾀﾞﾗﾅﾆﾜﾄﾝﾎﾞ     EN CR CR 

20   ｵｵｷﾄﾝﾎﾞ     EN CR CR 

21 
ｺﾞｷﾌﾞﾘ 

(網翅) 
ｵｵｺﾞｷﾌﾞﾘ ｵｵｺﾞｷﾌﾞﾘ      NT  

22 ﾊﾞｯﾀ 

(直翅) 

ｸﾂﾜﾑｼ ﾀｲﾜﾝｸﾂﾜﾑｼ      NT  

23 ｺｵﾛｷﾞ ｸﾁﾅｶﾞｺｵﾛｷﾞ       VU 

24  ﾊﾞｯﾀ ﾔﾏﾄﾏﾀﾞﾗﾊﾞｯﾀ      NT NT 

25 ｶﾒﾑｼ 

(半翅) 
ｸﾞﾝﾊﾞｲｳﾝｶ ﾊｳﾁﾜｳﾝｶ     VU  DD 

26 ｾﾐ ﾊﾙｾﾞﾐ       VU 

27 ｱﾒﾝﾎﾞ ｵｵｱﾒﾝﾎﾞ      NT NT 

28   ｴｻｷｱﾒﾝﾎﾞ     NT NT VU 

29  ｺｵｲﾑｼ ｺｵｲﾑｼ     NT  NT 

30   ﾀｶﾞﾒ  
国内 

(特二) 
  VU EN VU 
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表 4-1-74(2) 重要な昆虫類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

1 2 3 4 5 6 7 

31 (ｶﾒﾑｼ) ﾀｲｺｳﾁ ﾋﾒﾀｲｺｳﾁ    指定  NT CR 

32   ﾋﾒﾐｽﾞｶﾏｷﾘ       VU 

33  ｺﾊﾞﾝﾑｼ ｺﾊﾞﾝﾑｼ  
国内
(特二) 

  EN CR CR 

34 ﾁｮｳ 

(鱗翅) 

ｼｼﾞﾐﾁｮｳ ｸﾛｼｼﾞﾐ     EN CR VU 

35  ｼﾙﾋﾞｱｼｼﾞﾐ     EN EX CR 

36  ﾀﾃﾊﾁｮｳ ｳﾗｷﾞﾝｽｼﾞﾋｮｳﾓﾝ     VU VU CR 

37   ﾋﾒﾋｶｹﾞ本州西部亜種   指定  EN EN EX 

38   ｵｵﾑﾗｻｷ     NT NT NT 

39   ｳﾗﾅﾐｼﾞｬﾉﾒ本土亜種     VU VU EN 

40  ｱｹﾞﾊﾁｮｳ ｷﾞﾌﾁｮｳ    指定 VU VU EN 

41   ﾂﾏｸﾞﾛｷﾁｮｳ     EN NT CR 

42   ｽｼﾞﾎﾞｿﾔﾏｷﾁｮｳ      CR EX 

43  ﾂﾄｶﾞ ｺﾞﾏﾌﾂﾄｶﾞ     NT  NT 

44   ｴﾝｽｲﾐｽﾞﾒｲｶﾞ      NT DD 

45  ﾔｶﾞ ﾇﾏﾍﾞｳｽｷﾖﾄｳ     VU  NT 

46   ｷｽｼﾞｳｽｷﾖﾄｳ     VU NT  

47 ﾊｴ 

(双翅) 

ｹﾊﾞｴ ﾒｽｱｶｹﾊﾞｴ       VU 

48 ﾐｽﾞｱﾌﾞ ｺｶﾞﾀﾐｽﾞｱﾌﾞ       VU 

49   ﾐｽﾞｱﾌﾞ       EN 

50  ﾑｼﾋｷｱﾌﾞ ﾊﾏﾍﾞｺﾑｼﾋｷ       NT 

51  ﾂﾙｷﾞｱﾌﾞ ﾅｷﾞｻﾂﾙｷﾞｱﾌﾞ       EN 

52  ﾆｾﾐｷﾞﾜﾊﾞｴ ﾊｲｲﾛﾆｾﾐｷﾞﾜﾊﾞｴ       NT 

53  ﾐｷﾞﾜﾊﾞｴ ﾆﾉﾐﾔﾄﾋﾞｸﾁﾐｷﾞﾜﾊﾞｴ       NT 

54 
ｺｳﾁｭｳ 

(鞘翅) 

ｵｻﾑｼ 

 
ｷﾊﾞﾈｷﾊﾞﾅｶﾞﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾞﾐﾑｼ     VU VU EN 

55  ｺﾊﾝﾐｮｳﾓﾄﾞｷ     EN EX  

56   ｷﾍﾞﾘﾏﾙｸﾋﾞｺﾞﾐﾑｼ     EN EX EX 

57   ﾊﾏﾍﾞｺﾞﾐﾑｼ     NT VU  

58   ｵｵﾋｮｳﾀﾝｺﾞﾐﾑｼ     NT VU CR 

59  ﾊﾝﾐｮｳ ｶﾜﾗﾊﾝﾐｮｳ    指定 EN EX CR 

60   ﾎｿﾊﾝﾐｮｳ     VU CR CR 

61  ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ  
国内

(特二) 
  VU CR CR 

62   ｺｶﾞﾀﾉｹﾞﾝｺﾞﾛｳ     VU EX CR 

63   ﾏﾙｶﾞﾀｹﾞﾝｺﾞﾛｳ  
国内

(特二) 
  VU EX EN 

64   ｽｼﾞｹﾞﾝｺﾞﾛｳ     EX EX EX 

65   ﾂﾌﾞｹﾞﾝｺﾞﾛｳ       EN 

66   ｺｳﾍﾞﾂﾌﾞｹﾞﾝｺﾞﾛｳ     NT  CR 

67   ｷﾍﾞﾘﾏﾒｹﾞﾝｺﾞﾛｳ     NT  NT 

68  ﾐｽﾞｽﾏｼ ｵｵﾐｽﾞｽﾏｼ     NT EN CR 

69  ｺｶﾞｼﾗﾐｽﾞﾑｼ ｸﾋﾞﾎﾞｿｺｶﾞｼﾗﾐｽﾞﾑｼ     DD VU CR 

70   ﾏﾀﾞﾗｺｶﾞｼﾗﾐｽﾞﾑｼ     VU NT EN 
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表 4-1-74(3) 重要な昆虫類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

1 2 3 4 5 6 7 

71 (ｺｳﾁｭｳ) ｺﾂﾌﾞｹﾞﾝｺﾞﾛｳ ﾑﾂﾎﾞｼﾂﾔｺﾂﾌﾞｹﾞﾝｺﾞﾛｳ     VU NT CR 

72  ｶﾜﾗｺﾞﾐﾑｼ ｶﾜﾗｺﾞﾐﾑｼ      VU EN 

73  ﾎｿｶﾞﾑｼ ﾔﾏﾄﾎｿｶﾞﾑｼ     NT EN CR 

74  ｶﾞﾑｼ ｶﾞﾑｼ     NT CR CR 

75  ｼﾃﾞﾑｼ ﾔﾏﾄﾓﾝｼﾃﾞﾑｼ     NT CR EN 

76  ﾊﾈｶｸｼ ｵｵﾂﾉﾊﾈｶｸｼ     DD VU  

77  ｸﾜｶﾞﾀﾑｼ ｵｵｸﾜｶﾞﾀ     VU CR CR 

78  ｺｶﾞﾈﾑｼ ｵｵｻｶｽｼﾞｺｶﾞﾈ       CR 

79  ﾀﾏﾑｼ ｸﾛﾏﾀﾞﾗﾀﾏﾑｼ      VU VU 

80  ｼﾞｮｳｶｲﾓﾄﾞｷ ﾙﾘｷｵﾋﾞｼﾞｮｳｶｲﾓﾄﾞｷ       VU 

81  ｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ ｵｵﾏﾙﾁﾋﾞｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ      NT NT 

82  ﾊﾑｼ ｲﾈﾈｸｲﾊﾑｼ       CR 

83 ﾊﾁ 

(膜翅) 

ﾄﾞﾛﾊﾞﾁﾓﾄﾞｷ ﾆｯﾎﾟﾝﾊﾅﾀﾞｶﾊﾞﾁ     VU NT EN 

84 ｱﾅﾊﾞﾁ ｷｺﾞｼｼﾞｶﾞﾊﾞﾁ      NT EN 

85   ｷﾝﾓｳｱﾅﾊﾞﾁ       NT 

86  ﾊｷﾘﾊﾞﾁ ｷﾇｹﾞﾊｷﾘﾊﾞﾁ      NT  

87   ｸｽﾞﾊｷﾘﾊﾞﾁ     DD  DD 

計 8 目 48 科 87 種 0種 5種 1種 3種 51種 59種 77種 

注 1）分類、配列などは基本的に「令和 5 年度版 河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 5年、国土交通
省）に準拠した。 

注 2）重要種の選定基準は以下のとおりである。 
1.「文化財保護法」等に基づく天然記念物 
2.「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づく国際・国内希少野生動植物種 

国内：国内希少野生動植物種、国内（特二）：特定第二種国内希少野生動植物種 
3.「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づく指定希少野生動植物種 

指定：指定希少野生動植物種 
4.「三重県自然環境保全条例」に基づく指定希少野生動植物種 

指定：指定希少野生動植物種 
5.「環境省レッドリスト 2020 の公表について」（令和 2年 3月、環境省）掲載種 

EX：絶滅、CR：絶滅危惧 IA 類、EN：絶滅危惧 IB 類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、 
DD：情報不足 

6.「レッドリストあいち 2025」(令和 7年 3月、愛知県)掲載種 
EX：絶滅、CR：絶滅危惧 IA 類、EN：絶滅危惧 IB 類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、 
DD：情報不足 

7.「三重県レッドリスト 2024」(令和 6年 12 月、三重県)掲載種 
EX：絶滅、CR：絶滅危惧 IA 類、EN：絶滅危惧 IB 類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、 
DD：情報不足、LC：低懸念 
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 底生動物 

調査区域において確認記録のある 9 目 22 科 45 種の底生動物について、重要な種の選定基準に

よって重要な底生動物を選定しました。 

重要な底生動物は、マルタニシ、モノアラガイ、クシケマスオガイ等の 7目 17 科 31 種で、表 4-

1-75 に示すとおりです。 

 

表 4-1-75 重要な底生動物 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ｱﾏｵﾌﾞﾈｶﾞｲ ｱﾏｵﾌﾞﾈｶﾞｲ ﾋﾛｸﾁｶﾉｺｶﾞｲ     NT VU NT  

2 新生腹足 ﾀﾆｼ ﾏﾙﾀﾆｼ     VU NT VU  

3   ｵｵﾀﾆｼ     NT    

4  ｶﾜﾆﾅ ｸﾛﾀﾞｶﾜﾆﾅ     NT NT NT  

5  ｷﾊﾞｳﾐﾆﾅ ﾌﾄﾍﾅﾀﾘｶﾞｲ     NT NT   

6   ﾍﾅﾀﾘｶﾞｲ     NT NT   

7  ﾜｶｳﾗﾂﾎﾞ ｶﾜｸﾞﾁﾂﾎﾞ     NT NT NT  

8   ｲﾘｴﾂﾎﾞ     CR+EN  DD  

9   ﾜｶｳﾗﾂﾎﾞ     VU VU VU  

10  ｶﾜｻﾞﾝｼｮｳｶﾞｲ ｸﾘｲﾛｶﾜｻﾞﾝｼｮｳｶﾞｲ     NT NT   

11   ﾂﾌﾞｶﾜｻﾞﾝｼｮｳｶﾞｲ     NT NT NT  

12   ﾑｼﾔﾄﾞﾘｶﾜｻﾞﾝｼｮｳｶﾞｲ     NT NT   

13   ﾋﾅﾀﾑｼﾔﾄﾞﾘｶﾜｻﾞﾝｼｮｳｶﾞｲ     NT NT NT  

14   ﾖｼﾀﾞｶﾜｻﾞﾝｼｮｳｶﾞｲ     NT VU NT  

15  ｴｿﾞﾏﾒﾀﾆｼ ﾏﾒﾀﾆｼ     CR CR DD  

16  ﾐｽﾞｺﾞﾏﾂﾎﾞ ｴﾄﾞｶﾞﾜﾐｽﾞｺﾞﾏﾂﾎﾞ     NT NT NT  

17   ﾐｽﾞｺﾞﾏﾂﾎﾞ     VU VU VU  

18 汎有肺 ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ     NT DD   

19  ﾋﾗﾏｷｶﾞｲ ﾋﾗﾏｷﾐｽﾞﾏｲﾏｲ     DD    

20   ﾋﾗﾏｷｶﾞｲﾓﾄﾞｷ     NT NT   

21  ｶﾜｺｻﾞﾗｶﾞｲ ｶﾜｺｻﾞﾗｶﾞｲ     CR NT   

22 ｲｼｶﾞｲ ｲｼｶﾞｲ ｶﾗｽｶﾞｲ     EN DD   

23   ｻｻﾉﾊｶﾞｲ     VU CR VU  

24   ｲｼｶﾞｲ      CR NT  

25   ﾇﾏｶﾞｲ       DD  

26 ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ ｼｼﾞﾐ ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐ     NT    

27   ﾏｼｼﾞﾐ     VU DD   

28  ﾄﾞﾌﾞｼｼﾞﾐ ﾄﾞﾌﾞｼｼﾞﾐ       NT  

29  ﾊﾅｸﾞﾓﾘ ﾊﾅｸﾞﾓﾘｶﾞｲ     VU CR CR  

30 ｵｵﾉｶﾞｲ ｵｵﾉｶﾞｲ ｸｼｹﾏｽｵｶﾞｲ     NT VU   

31 ｴﾋﾞ ﾍﾞﾝｹｲｶﾞﾆ ｸｼﾃｶﾞﾆ       EN NT 

計 7 目 17 科 31 種 0種 0種 0種 0種 27種 24種 18種 1種 
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注 1）分類、配列などは基本的に「令和 5 年度版 河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 5年、国土交通
省）に準拠した。 

注 2）重要種の選定基準は以下のとおりである。 
1.「文化財保護法」等に基づく天然記念物 
2.「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づく国際・国内希少野生動植物種 
3.「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づく指定希少野生動植物種 
4.「三重県自然環境保全条例」に基づく指定希少野生動植物種 
5.「環境省レッドリスト 2020 の公表について」（令和 2年 3月、環境省）掲載種 

CR+EN：絶滅危惧 I類、CR：絶滅危惧 IA 類、EN：絶滅危惧 IB 類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、 
NT：準絶滅危惧、DD：情報不足 

6.「レッドリストあいち 2025」(令和 7年 3月、愛知県)掲載種 
CR：絶滅危惧 IA 類、EN：絶滅危惧 IB 類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足 

7.「三重県レッドリスト 2024」(令和 6年 12 月、三重県)掲載種 
CR：絶滅危惧 IA 類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足 

8.「環境省版海洋生物レッドリストの公表について」(平成 29 年 3月、環境省)掲載種 
NT：準絶滅危惧 
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 陸産貝類 

調査区域において確認記録のある 2 目 11 科 31 種の陸産貝類について、重要な種の選定基準に

よって重要な陸産貝類を選定しました。 

重要な陸産貝類は、オカミミガイ、ナガオカモノアラガイ、ビロウドマイマイ等の 2 目 5科 8 種

で、表 4-1-76 に示すとおりです。 

 

表 4-1-76 重要な陸産貝類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

1 2 3 4 5 6 7 

1 原始有肺 ｵｶﾐﾐｶﾞｲ ｵｶﾐﾐｶﾞｲ     VU EN VU 

2   ｸﾘｲﾛｺﾐﾐｶﾞｲ     VU CR VU 

3   ｷﾇｶﾂｷﾞﾊﾏｼｲﾉﾐｶﾞｲ     VU CR EN 

4 柄眼 ｵｶﾓﾉｱﾗｶﾞｲ ﾅｶﾞｵｶﾓﾉｱﾗｶﾞｲ     NT NT NT 

5  ﾍﾞｯｺｳﾏｲﾏｲ ｳﾒﾑﾗｼﾀﾗ     NT NT NT 

6   ｵｵｳｴｷﾋﾞ     DD   

7  ﾆｯﾎﾟﾝﾏｲﾏｲ ﾋﾞﾛｳﾄﾞﾏｲﾏｲ     DD NT NT 

8  ｵﾅｼﾞﾏｲﾏｲ ﾋﾙｹﾞﾝﾄﾞﾙﾌﾏｲﾏｲ     NT NT NT 

計 2 目 5 科 8 種 0種 0種 0種 0種 8種 7種 7種 

注 1）分類、配列などは基本的に「日本産野生生物目録（無脊椎動物編Ⅲ）」（平成 10 年、環境庁）に準拠した。 
注 2）重要種の選定基準は以下のとおりである。 

1.「文化財保護法」等に基づく天然記念物 
2.「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づく国際・国内希少野生動植物種 
3.「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づく指定希少野生動植物種 
4.「三重県自然環境保全条例」に基づく指定希少野生動植物種 
5.「環境省レッドリスト 2020 の公表について」（令和 2年 3月、環境省）掲載種 

VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足 
6.「レッドリストあいち 2025」(令和 7年 3月、愛知県)掲載種 

CR：絶滅危惧 IA 類、EN：絶滅危惧 IB 類、NT：準絶滅危惧 
7.「三重県レッドリスト 2024」(令和 6年 12 月、三重県)掲載種 

EN：絶滅危惧 IB 類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧 
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 クモ類 

調査区域において確認記録のある 1 目 5 科 7 種のクモ類について、重要な種の選定基準によっ

て重要なクモ類を選定しました。 

重要なクモ類は、ワスレナグモ、キノボリトタテグモ、オニグモ等の 1 目 5 科 7 種で、表 4-1-77

に示すとおりです。 

 

表 4-1-77 重要なクモ類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ｸﾓ ｼﾞｸﾞﾓ ﾜｽﾚﾅｸﾞﾓ     NT VU NT 

2  ﾄﾀﾃｸﾞﾓ ｷﾉﾎﾞﾘﾄﾀﾃｸﾞﾓ     NT VU NT 

3  ｺｶﾞﾈｸﾞﾓ ｵﾆｸﾞﾓ       LC 

4   ｺｶﾞﾈｸﾞﾓ      NT LC 

5  ｺﾓﾘｸﾞﾓ ｶｺｳｺﾓﾘｸﾞﾓ      VU  

6   ﾐﾅﾐｺﾓﾘｸﾞﾓ      NT  

7  ﾎｳｼｸﾞﾓ ﾄﾞｳｼｸﾞﾓ     DD  VU 

計 1 目 5 科 7 種 0種 0種 0種 0種 3種 5種 5種 

注 1）分類、配列などは基本的に「令和 5 年度版 河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 5年、国土交通省）
に準拠した。 

注 2）重要種の選定基準は以下のとおりである。 
1.「文化財保護法」等に基づく天然記念物 
2.「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づく国際・国内希少野生動植物種 
3.「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づく指定希少野生動植物種 
4.「三重県自然環境保全条例」に基づく指定希少野生動植物種 
5.「環境省レッドリスト 2020 の公表について」（令和 2年 3月、環境省）掲載種 

NT：準絶滅危惧、DD：情報不足 
6.「レッドリストあいち 2025」(令和 7年 3月、愛知県)掲載種 

VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧 
7.「三重県レッドリスト 2024」(令和 6年 12 月、三重県)掲載種 

VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、LC：低懸念 
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 注目すべき生息地の状況 

調査地域における注目すべき生息地は、表 4-1-78 及び図 4-1-25 に示すとおりです。 

注目すべき生息地としては、環境省が「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」（重要湿地）

として選定した「木曽三川合流域の河川・水路およびため池群」及び「伊勢湾」並びに三重県が「希

少野生動植物主要生息生育地（ホットスポットみえ）」として選定した「木曽岬干拓地」がありま

す。なお、重要湿地である「伊勢湾」の生息・生育域の 1 つである藤前干潟については、「特に水

鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」（昭和 55 年 9 月 22 日条約第 28 号）第 2条 1

の規定に基づく湿地（ラムサール条約湿地）に指定されています。 

 

表 4-1-78 注目すべき生息地 

注目すべき生息地 選定理由等 
選定 

基準 

木曽三川合流域の河川・水路およびため池群 イタセンパラ、デメモロコの生息地 A-2 

伊勢湾 伊勢湾の汽水域 【櫛田川河口、宮川河口、雲出川河口など】 

エドハゼ、クボハゼ、チクゼンハゼ、トビハゼ、

イドミミズハゼ、ヒモハゼなどの生息地 

A-2 

藤前干潟 春秋の渡りおよび越冬期の種数・個体数が多

い。ダイゼン、ハマシギ、ケリ、シロチドリ、

メダイチドリ、オオソリハシシギ、チュウシャ

クシギ、ダイシャクシギ、ツルシギ、アオアシ

シギ、ソリハシシギ、キアシシギ、キョウジョ

シギ、トウネン、ホウロクシギ、アカアシシギ

などの渡来地 

A- 

2,3,4 

アナジャコ、エドガワミズゴマツボの生息地で

あり、多様な生物相を有する。 

A- 

2,3 

木曽三川河口干潟 ハマグリ、ヤマトシジミの生息地 A-2 

木曽三川河口木曽岬干拓地 チュウヒの生息地 A-2 

木曽岬干拓地 場所は庄内川（愛知県）と木曽三川による広大

な三角州の先端部にあたる。干拓事業が農地利

用を目的として 1967 年（昭和 42）年から 1973

（昭和 48）年に実施され、その後情勢の変化で

陸化されたまま放置されてきた。現在は野鳥の

楽園を提供している。地盤は軟弱な完新-更新

統の砂および粘土層からなる。チュウヒが繁殖

地、ミサゴ、チュウヒ、ハイイロチュウヒ、チョ

ウゲンボウ等が集団ねぐら、あるいは越冬地と

して利用している。 

B 

 注）選定基準は以下のとおりである。 

  A.生物多様性の観点から重要度の高い湿地 

1.湿原・塩性湿地、河川・湖沼、干潟・砂浜・マングローブ湿地、藻場、さんご礁等の生態系のうち、生物

の生育・生息地として典型的又は相当の規模の面積を有している場合 

2.希少種、固有種等が生育・生息している場合 

3.多様な生物相を有している場合（ただし、外来種を除く） 

4.特定の種の個体群のうち、相当な割合の個体数が生育・生息する場合 

5.生物の生活史の中で不可欠な地域（採餌場、繁殖場等）である場合 

  B.希少野生動植物主要生息生育地（ホットスポットみえ） 

   絶滅のおそれのある種がある程度まとまって生息・生育する地域 

出典：「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」（環境省ホームページ） 

   「三重県レッドデータブック2015～三重県の絶滅のおそれのある野生生物～」（平成27年3月、三重県農林

水産部みどり共生推進課） 
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出典：「愛知県すぐれた自然図」(昭和51年、環境庁) 

「三重県すぐれた自然図」(昭和51年、環境庁) 

「第2回自然環境保全基礎調査 愛知県動植物分布図」(昭和56年、環境庁) 

「文化財・文化遺産」(津島市教育委員会ホームページ) 

「ラムサール条約と条約湿地」（環境省ホームページ） 

「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」（環境省ホームページ） 

「三重県レッドデータブック2015～三重県の絶滅のおそれのある野生生物～」（平成27年3月、三重県農林水産部みどり共生推進課） 

 

図 4-1-25(1) 文献による重要な動物及び注目すべき生息地位置図 
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出典：「愛知県すぐれた自然図」(昭和51年、環境庁) 

「三重県すぐれた自然図」(昭和51年、環境庁) 

「第2回自然環境保全基礎調査 愛知県動植物分布図」(昭和56年、環境庁) 

「文化財・文化遺産」(津島市教育委員会ホームページ) 

「ラムサール条約と条約湿地」（環境省ホームページ） 

「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」（環境省ホームページ） 

「三重県レッドデータブック2015～三重県の絶滅のおそれのある野生生物～」（平成27年3月、三重県農林水産部みどり共生推進課） 

 

図 4-1-25(2) 文献による重要な動物及び注目すべき生息地位置図 
 


